
集団資源回収の進め方 
 

  町  民 業  者 

       

登     録  

○町へ団体の登録・代表者の決定

（様式第１号） 

注１

 
○町へ取扱業者の登録・取扱

品目の指定（様式第４号）

       

登 録 完 了  
○町から団体へ登録通知 

（様式第２号） 
 

○町から業者へ登録通知 

（様式第５号） 

       

資 源 回 収 の 

実 施 打 合 せ 
 

○団体内で実施日等の打合せ 

○業者と引き渡し日等の打合せ 

注２

 
○団体と引き取り日等の打

合せ 

       

資源回収の実施  

○団体で資源回収の実施 

○業者へ引き渡し 

※資源回収伝票に必ず記入して

もらう（様式第８号） 

 

○資源物の引き取り 

○資源回収伝票へ記入 

（様式第８号） 

      

報償金交付申請  

○団体から町へ報償金交付申請 

（様式第７号） 

※資源回収伝票を必ず添付 

注３・注４

  

      

報償金交付決定  
○町から団体へ報償金交付決定通

知（様式第９号） 

  

      

報償金の交付  

○団体から町へ請求書（様式第10

号） 

報償金を指定口座に振込み 

  

 
注１ 報償金の交付対象となる団体は、町内に住所を有する者で組織する営利を目的とし

ない団体（自治会、子供会、ＰＴＡ、婦人会、老人クラブ等） 
注２ 資源回収対象品目は、新聞・雑誌等の紙類、布類、一升びん・ビールびん等の生きび

ん、アルミ缶・スチール缶等の金属類 
注３ 報償金の額は、１ｋｇ（１本）につき７円 
注４ 交付申請書の提出期限は次のとおり 
   ４月～ ６月実施分→７月末日まで ７月～９月実施分→１０月末日まで 
  １０月～１２月実施分→１月末日まで １月～３月実施分→３月３１日まで 


